
㉄建設課　☎22-1326

耐震診断や耐震改修工事には助成制度（補助金）があります
昭和56年５月以前に建てられた木造戸建て住宅

①耐震診断助成事業

・�自己負担額は8,400円�
（限度額150,800円、市が142,400円を助成）
※�住宅の耐震診断の費用は、一般的に約
15万円かかります。
※�延べ床面積が200㎡以上の場合は自己負
担額が増えます。

一般診断
・�現地調査や聞き取りをもとに専門家が診断します。

改修計画
・�壁の補強方法、位置などの改修計画を立てます。
・�改修工事の概算費用の算出も行います。

　通学時の児童など、通行人の安全確保を目的に公衆用道路に面した危険なブロック塀などを取
り除く方に助成する事業です。
●事業対象　①宮城県や市が行う調査で、「要改善（危険度１）」から「緊急改善（危険度３）」
の判定を受けたブロック塀など、②道路面からの高さが１m以上（擁壁上にある場合は、擁壁の
天端から0.6m以上）でコンクリートブロック造、石造り、レンガ造りなどによる塀や門柱
●助成内容　１件当たり最大15万円（除却するブロック塀などの面積×4,000円の額を助成）
※�スクールゾーン内は１件当たり最大18万７千円（除却するブロック塀などの面積×5,000円
の額を助成）

危険ブロック塀等除却事業補助金

②耐震改修工事助成事業

助成金：工事費用の4/5、最大115万円/戸

③耐震改修工事促進助成事業

・�建て替え工事か耐震化工事に加え、住宅
のリフォーム等工事を行う場合
→耐震化工事費用の22/25を助成　最大10万円/戸
※�リフォームなど：住宅の機能・性能の維持
向上のための改修で10万円以上のもの。

改修設計
・�改修計画をもと
に関連工事など
を検討します。

改修工事
・�安全性を確保した上で、必要最小限の改修工事と
することで工事費を抑えられる場合があります。

建て替え
・�診断や改修計画によっ
ては、建て替えの選択
も考えられます。

各種税制控除

・所得税の控除・固定資産税の軽減

㉄助成の申し込みなど　　　建設課　☎22-1326
　耐震診断、施工方法など　�宮城県建築士事務所協会�

☎022-223-7330

耐震対策事業を実施します
　本市では、大地震時に木造住宅の倒壊を防いだり、危険な
ブロック塀などから登下校時の児童を守るためなど、人的被
害を軽減する各種耐震対策助成事業を実施しています。中で
も昭和56年以前に建築した木造住宅は、現在の耐震基準を満
たしていない可能性があるため、強い地震で倒壊する危険が
あります。これまでの地震によるダメージの蓄積や経年によ
る劣化もあることから、補助制度を活用して耐震診断を受け、
住宅の耐震性を確認してみましょう。

古い木造住宅が耐震化されるまで
スタート

耐震診断（補助金あり） 耐震改修（補助金あり）

被害発生
　昭和56年5月以前に建てられた住宅の多くは現行
の耐震基準を満たしていないため、地震で倒壊など
の危険性があります。

　市町村からご自宅に耐震診断士が派遣され、耐震
診断を行います。診断の結果は後日お伝えします。

　診断結果が「耐震性なし」の場合は、耐震改修工事
を行いましょう。併せてリフォーム工事を行うと、
補助額が上乗せされる場合もあります。

　過去の地震のダメージが蓄積していて、被害が大
きくなることがあります。
　地震により揺れ方が変わるので、東日本大震災よ
り小さな地震でも、大きな被害を受ける場合があり
ます。

直下型地震は
どこで発生するか
わからない

昭和56年5月以前に
建てられた住宅

耐震診断士 工事業者

わが家は
大丈夫だろう

耐震診断は９割も
補助金が出るんですね！

これで安心して
暮らせます！

耐震改修に併せて
リフォーム工事も
やりたい！

耐震診断で耐震性を
確認してみよう！　

耐震性あり 耐震改修済み

屋根の軽量化

壁の補強 基礎の増強

耐
震
性
な
し

住宅の耐震化完了！ 　耐震診断・耐震改修には
助成制度があり、補助金を
活用して、耐震化を実施す
ることができます。
　地震に強い住宅にするこ
とは、家族の生命や財産を
守るために、非常に重要な
ことです。
　いざという時に備えて、ま
ずは耐震診断でご自宅の耐
震性を確認してみましょう！安全 安心

耐震化しておけば
よかった…地

震
だ
！
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